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様式第37号

勧 告 書
三好市農委第4 0号

令和2年5月2 5日

郷田利彦殿

三 好 市 農 業 委 員 会
会長 糸田川

あなたは，次のとおり農地法第5 1条第1項第2号に該当しているので，直ちに営農型発電設備
を撤去し，農地に復元してください。

これに応じない場合には，同条項の規定による原状回復を行うよう命令をする方針であるので，
これに対して意見があるときは， この通程を受けた日の翌日力壬速i算して 1 4日以内�s書面により
又は三好市農業委員会に出頭してその事情を弁明してください。

おって， 口頭により弁明される場合には， w際にその要旨を書面により提出して
・
ください。

土地 の 所 在 I 地 番
地 目

面租 I 備考
登記簿 現況

三好市三野町勢力 227番1 田 田 830 rrf 

違反行為に係る土字壱丁地 うち0. 32 

地の所在，地番， 三好市三野町勢力 228番1 田 田 604 m2 

地目及び面積 字壱丁地 うち0. 27 
三好市三野町勢力 237番l 田 田 480 ni 
字壱丁地 うち0.27

三好市三野町太刀野 393番L 畑 畑 498 m2 

中中塚 うち0. 34 

三好市三野町太刀野 392番1 畑 畑 224 rrf 
字中塚 うち0. 11 

一時転用許可の期間が満了しているにも関わらず、 農地へ復元されていない。
以上のことから，農地法第5条第1項の許可に付した条件に違反している者
に該当し，農地法第5 1条第1項第2号に該当している。
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（注） この通知を受けた日の翌日から起算して1 4日以内に弁明することができない場合には，そ
の理由を当職（三好市農業委員会）に連絡すること。

資料２－５






















